
　町では、町内の中小企業者が新潟県信用保証協会の信用保証により金融機関から貸し付けを受けた場合
に、保証協会に支払うべき信用保証料の一部を予算の範囲内で補給していますが、令和８年度より以下のとお
り信用保証料補給率の見直しを行います。

お問い合わせ　役場産業観光課　地域振興係（内線１２２）

信用保証料補給率などが変わります
〇信用保証料補給率の見直し

【令和７年度まで】

【令和８年度から】

※町の制度融資への補給率は、貸付額に関わらず一律75％　※補給対象資金にminiカードを追加
※令和８年４月１日以降の融資実行分から適用

〇聖籠町制度融資利率の見直し
　町では、町内中小企業者の育成振興を図るため、町と金融機関、新潟県信用保証協会とが相互協力し制度
融資を実施しています。
　この度、市中金利の上昇が続き、金融機関の資金調達コストが上昇している状況も踏まえ、令和８年度より以
下のとおり融資利率の見直しを行います。

【令和７年度まで】

※町制度融資の利率を一律0.2％引き上げ　※令和８年４月１日以降の融資実行分から適用

【令和８年度から】

←一本化

←新規

１００％
75％
50％

補給率貸付額補給対象資金

詳しくはお問い合わせください。
※3月議会定例会の令和8年度予算議決により確定します。

１

2026

お問い合わせ先
・ 町役場    ☎ 27-2111
・ 町民会館   ☎ 27-2121
・ 図書館    ☎ 27-6166
・ 町保健福祉センター

・ 上下水道課  ☎ 27-5141
（上水道管理棟）
・ 診療所    ☎ 27-1234

保健福祉課  ☎ 27-6511
長寿支援課  ☎ 20-7433

SEIRO TOWN INFORMATION　●ホームページアドレス　https://www.town.seiro.niigata.jp

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ　　参加費　　定員　　その他問 ￥ 定 他申対内会日

3 March

融資利率融資利率対象融資制度
聖籠町中小企業振興資金
聖籠町中小企業不況対策特別資金 1.9％

2.0％
2.1％
2.2％

聖籠町地方産業育成資金
聖籠町中小企業振興資金
聖籠町中小企業不況対策特別資金

３００万円以下
３００万円超７００万円以下
７００万円超１,０００万円以下

補給対象資金 補給率
聖籠町地方産業育成資金
聖籠町中小企業振興資金
聖籠町中小企業不況対策特別資金

小規模事業者カードローン(miniカード)

75％

１００％
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○畳からフローリングにリフォームした部屋もあります。リフォーム後の写真は、聖籠町ホームページで
ご覧になれます。エアコン、ガスコンロ、照明、湯沸器を町負担で設置することができますので、
ご希望の方は入居申込みの際にお申し付けください。

2026.３　お知らせ号

町営住宅東山団地 入居者募集
家賃など 入居条件 専有面積など 場所

家賃
3.6万円/月

共益費 800円/月
駐車場１区画
　　　 3675円/月
敷金　　　7.2万円

・住むところに困っている
・市町村税の滞納がない
・確実な連帯保証人がいる

65.04㎡
(含バルコニー)
３ＤＫ
ＲＣ５階建
※エレベーターなし

聖籠町
大字二本松
1997番地

入居申込書や添付書類など、詳しい手続きについては、
お問い合わせください。

㈲ヒグチ不動産 ☎27-3277 聖籠町大字藤寄２９７７番地３または
役場ふるさと整備課 ☎27-2111（内線２３５）

問

３月31日（火）は町税などの納期限です

納付には納め忘れのない口座振替もご利用ください。

・国民健康保険税 第９期　
・介護保険料 第９期　
・後期高齢者医療保険料 第９期

お問い合わせ　
役場町民課　保険係　

国保（内線１１７）・介護（内線１１６）・後期（内線１１５）
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